
○
内
閣
府
告
示
第
四
百
二
号

構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
第
九
条
第
一
項
の
規
定
及
び
同
法
附
則
第
三
条
に
規
定
す
る

措
置
に
基
づ
き
、
平
成
十
六
年
三
月
二
十
九
日
内
閣
府
告
示
第
三
十
八
号
を
も
っ
て
公
示
し
た
構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
認

定
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
九
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
四
条
第
十
一
項
の
規
定
及
び
同
法
附
則
第
三
条
に

規
定
す
る
措
置
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
十
六
年
十
二
月
十
七
日

内
閣
総
理
大
臣

小
泉
純
一
郎

一

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
認
定
を
取
り
消
し
た
日

平
成
十
六
年
十
二
月
八
日

神
奈
川
県
津
久
井
郡
藤
野
町

二

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
作
成
主
体
の
名
称

ノ
ー
マ
ラ
イ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
を
目
指
す
町
に
「
心
の
教
育
・
ト
ー
タ
ル
ケ
ア
の
場
」
を
Ｌ
Ｄ

三

構
造
改
革
特
別
区
域
の
名
称

・
Ａ
Ｄ
Ｈ
Ｄ
児
に
保
障
す
る
藤
野
町
特
区

神
奈
川
県
津
久
井
郡
藤
野
町
の
全
域

四

構
造
改
革
特
別
区
域
の
範
囲

五

特
定
事
業
の
名
称
（
番
号
に
つ
い
て
は
、
構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
構
造
改
革
特
別
区
域
基
本



不
登
校
児
童
生
徒
等
を
対
象
と
し
た
学
校
設
置
に
係
る
教
育
課
程
弾
力
化

方
針
別
表
第
一
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
）

事
業
（
八
〇
三
（
八
一
八
）
）
及
び
校
地
・
校
舎
の
自
己
所
有
を
要
し
な
い
小
学
校
等
設
置
事
業
（
八
二
〇
（
八
〇
一

二
｜

）
）


